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成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
高

齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

な
ど
、
判
断
能
力
の
十
分
で
な
い
人

が
不
利
な
契
約
な
ど
に
よ
り
被
害
を

受
け
な
い
よ
う
に
、
家
庭
裁
判
所
か

ら
選
任
さ
れ
た
人
（
成
年
後
見
人
な

ど
）
が
、
本
人
の
不
十
分
な
判
断
能

力
を
補
い
、
保
護
す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
た
く
て
も
、
身

近
に
申
し
立
て
る
親
族
が
い
な
か
っ
た

り
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
申
し
立
て

の
経
費
を
負
担
で
き
な
い
よ
う
な
場
合

に
、
市
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
を

行
い
、
そ
の
費
用
を
負
担
し
ま
す
。

対
象
者　

身
寄
り
の
な
い
重
度
の
認

知
症
高
齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神

障
害
者
な
ど
で
、
助
成
を
受
け
な
け

れ
ば
制
度
の
利
用
が
困
難
な
人

助
成
額　

申
し
立
て
に
必
要
な
経

費
・
後
見
人
な
ど
の
報
酬

※
利
用
者
本
人
の
資
力
に
よ
っ
て
は
返

還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
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３
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市
役
所
駅
南
庁
舎
生

活
福
祉
課

（
０
８
５
７
）
20

－

３
４
７
１
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健

課
（
上
記
参
照
）
／
各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

　

２
月
12
日
（
月
＝
建
国
記
念
の
日

の
振
り
替
え
休
日
）
の
、
鳥
取
地
域

の
収
集
計
画
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
合
併
地
域
に
つ
い
て
は
、
各
総
合

支
所
だ
よ
り
を
ご
覧
に
な
る
か
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎
生
活

環
境
課 

（
０
８
５
７
）20̶

３
２
１
７

　

２
月
は
、
全
市
一
斉
の
ね
ず
み
駆

除
月
間
で
す
。
希
望
者
に
衛
生
駆
除

薬
剤
（
殺
そ
剤
）
を
無
料
で
提
供
し

し
ま
す
（
１
世
帯
３
袋
ま
で
）。

　

食
中
毒
や
感
染
症
な
ど
の
原
因
と

な
る
ね
ず
み
を
、
こ
の
時
期
に
駆
除

し
ま
し
ょ
う
。

受
取
窓
口　

市
役
所
本
庁
舎
生
活
環

境
課
／
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

受
取
期
間　

２
月
１
日
（
木
）
〜
28

日
（
水
）

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎
生

活
環
境
課 

（
０
８
５
７
）
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／
各
総
合
支
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市
民
生
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課

（
上
記
参
照
）

　　

１
月
１
日
現
在
、
事
業
用
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
法
人
お
よ
び
個

人
で
申
告
書
の
提
出
が
ま
だ
の
人

は
、
至
急
、
申
告
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
法
定
申
告
期
限
は
１
月
31

日
で
す
）。
申
告
が
必
要
な
償
却
資

産
と
は
、
土
地
と
家
屋
以
外
の
も
の

で
、
事
業
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
有

形
固
定
資
産
の
う
ち
減
価
償
却
額
と

し
て
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
自

動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な

る
も
の
は
除
く
）
で
す
。

　

な
お
、
事
業
用
償
却
資
産
を
お
持

ち
で
、
申
告
書
が
届
い
て
い
な
い
場

合
な
ど
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

固
定
資
産
税
課
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市
税
の
納
付
が
ま
だ
の
人
、
納
付

に
つ
い
て
相
談
し
た
い
人
は
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と
き　

２
月
18
日
・
25
日
（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
駅
南
庁
舎　

地
下

第
２
会
議
室

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

収
税
課

（
０
８
５
７
）20̶

３
４

３
１

　　

市
で
は
、
国
際
的
な
視
野
を
持
つ

人
材
の
育
成
や
、
活
力
あ
る
ま
ち
づ

In
fo

r
m

a
tio

n
In

fo
r
m

a
tio

n

情報ひろば
■各総合支所　
国府 （0857）39ー0555／福部 （0857）75ー2111
河原 （0858）76ー3111／用瀬 （0858）87ー2111
佐治 （0858）88ー0211／気高 （0857）82ー0011
鹿野 （0857）84ー2011／青谷 （0857）85ー0011

募　集

お知らせ

福　祉

成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援

祝
日
の
ご
み
収
集

可燃ごみ 収集します
（月・木曜日コース）

古 紙 類 収集します
（第2月曜日コース）

食品トレー
プラスチック
資 源 ご み
小型破砕ごみ

収集しません

ペットボトル
収集しません
（第2・4月曜日コース
は14日（水）に振り替え）

※※午前8時までに必ず出してください。午前8時までに必ず出してください。

償
却
資
産
の
申
告
が
ま
だ
の
人
は

至
急
、
申
告
書
の
提
出
を

休
日
納
税
相
談

ね
ず
み
一
斉
駆
除
月
間

人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
基
金

運
営
委
員
会
委
員


